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「退職代行」からの連絡で従業員の離職を経

験した大企業は約２割～東京商工 

リサーチの調査から 

  東京商工リサーチは、2024 年６月３日～10

日、企業を対象に「人材確保の施策」と「退職代

行」についてインターネットでアンケート調査を行いま

した（有効回答は 5,149 社）。今回はこの中から、主

に、「退職代行」についての回答結果をご紹介しま

す。 

◆大企業は 18.4％、中小企業は 8.3％ 

「2023 年１月以降、「退職代行」業者を活用し

た従業員の退職があったか」という質問で、大企業は

499 社中 92 社（18.4％）、中小企業は 4,650 社中

387 社（8.3％）が「あった」と回答しました。 

 企業全体では、「正社員・非正規社員であった」

（1.9％）、「正社員のみであった」（0.9％）とあり、これ

らを合計し「退職代行を活用した従業員の退職が

あった」企業は 9.3％と約１割に上りました。 

◆業種別では「洗濯・理容・美容・浴場業」が 

最多 

業種別にみると、最多の「洗濯・理容・美容・浴

場業」（33.3％）に続いて、百貨店などを含む「各種

商品小売業」（26.6％）、旅館やホテルなどを含む

「宿泊業」（23.5％）がランクインしています。 

 一般消費者と直接対面する接客業や販売業に

多く見られました。 

「自分からは言い出しにくかった」、「早く退職した

かった」など、従業員が退職代行を利用する理由は

様々です。そして多くの企業で、突然の退職は歓迎

できるものではないでしょう。 

企業としては、様々なリスクから従業員を守る環

境整備や、相談しやすい職場雰囲気作りがますま

す求められるようになるでしょう。 

 

「人手不足倒産」過去最多ペースで増加 

帝国データバンクが、2024 年上半期における「人

手不足倒産」の件数を公表しました。2023 年上半

期の 110 件を大きく上回る 182 件もの「人手不足

倒産」が発生しており、過去最多ペースで推移して

います。 

※「人手不足倒産」とは、法的整理（倒産）となった

企業のうち、従業員の離職や採用難等により人

手を確保できなかったことが要因となった倒産のこ

とをいいます。 

◆倒産件数の８割が「従業員 10 人未満」 

 2024 年上半期における「人手不足倒産」182 件

のうち、「従業員 10 人未満」の小規模事業者の割

合は８割を占めています。厚生労働省の労働力調

査（2024 年５月）によれば、就業者数は 22 カ月連

続で増加しており、人手不足感は落ち着きつつある

ものの、１人の退職者が与えるダメージが大きい小

規模事業者では、依然として「人手不足倒産」に追

い込まれる可能性は高いと予測されています。 

◆「2024 年問題」の影響も 

物流業や建設業においては、働き方改革関連法

による時間外労働の上限規制が 2024 年４月から

適用されたことによる人手不足（いわゆる「2024 年

問題」）の影響があり、倒産件数は、建設業で53 件、

物流業で 27 件となっており、どちらも年上半期として

は過去最多でした。特に物流業では、時間外労働

上限規制や改善基準告示が改正されたことにより、

2023 年上半期の 15 件と比較してほぼ倍増となって
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います。 

 １人が退職すると、残された社員でその穴を埋める

こととなり、負荷に耐えきれずドミノ倒し型に退職が

連鎖するケースも多いようです。採用の強化や、労

働条件の改善による離職防止など、自社にあった人

手不足対策を検討しましょう。 

 

中小企業における労務費等の価格転嫁の現

状～ 中 小 企 業庁 「価格交渉促進月間

（2024 年３月）のフォローアップ調査結果」より 

原材料費やエネルギー価格、労務費などが上昇

する中、中小企業庁では、2021 年９月より毎年３

月と９月を「価格交渉促進月間」と設定し、受注企

業が、発注企業にどの程度価格交渉・価格転嫁で

きたかを把握するための調査を実施しています。 

６月 21 日に公表された 2024 年３月のフォローアップ

調査の結果では、労務費に関する価格交渉の状況

や、正当な理由のない原価低減要請等による減額

についても初めて調査が行われました。 

◆価格交渉の状況 

直近６カ月間における価格交渉の状況は、「価

格交渉が行われた」割合は 59.4％で、発注企業か

ら交渉の申し入れがあり、価格交渉が行われた割

合が増加するなど、価格交渉できる雰囲気がさらに

醸成されつつある傾向です。 

一方で、「価格交渉を希望したが、交渉が行われ

なかった」割合は 10.3％で前回より増加しており、引

き続き労務費指針の徹底等による価格交渉の機

運醸成が必要です。 

◆価格転嫁の状況 

コスト全体の価格転嫁率は 46.1％で、昨年９月

より微増しています。受注企業のうち、コスト増加分

を全額価格転嫁できた割合は増加し、一部でも価

格転嫁できた割合も増加しました。しかし、一方で１

～３割しか価格転嫁できなかった割合も増加。まっ

たく価格転嫁できなかった・減額された企業も約２割、

「転嫁できた企業」と「できない企業」で二極化の兆

しもあり、転嫁対策の徹底が重要です。 

◆「労務費についての価格交渉」と「正当な理由の

ない原価低減要請等による減額」 

今回、①「労務費について、価格交渉できたか」と、

②「正当な理由のない原価低減要請等により価格

転嫁できず、結果、代金が減額となったケース」を初

めて調査。①については、価格交渉が行われた企業

のうち約７割が、労務費についても価格交渉が実施

されたと回答しました。②の「正当な理由のない原価

低減要請等によって価格転嫁できず、減額された

ケース」は、全体の約１％存在しました。 

下請法違反が疑われる事例や、「原価低減要請」

に係る振興基準上不適切と思われる事例も存在し

ており、中小企業庁ではこれらの情報も端緒として、

下請法の執行を強化していくとしています。 

 

8 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

13 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

９月１日 

○ 個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局また

は銀行］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第

２期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

［公共職業安定所］ 


